






要約:いつでも、またどの地域においても女性が安心して妊娠・出産し、児が健やかに成

長・発達できるためには、全ての妊婦や胎児・新生児が必要に応じた適切な周産期の高度

医療を受けられるよう、地域における周産期医療のシステム化が必要である。そこで群馬

県周産期医療システム図試案を作成した。このシステム案により県からの補助金による桐

生厚生総合病院の整備が行なわれ、全県域における新生児医療の地域における責任体制が

明かにされ、機能しだした。その後の周産期医療の流れから、モデル試案が群馬県の新生

児救急医療や NICU 機能の提供に適切であるぱかりではなく、地域母子保健活動のシステ

ムとして活用され、発展していく可能性が確認された。


